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賠償請求に領収書等の保管が重要! 
 
 8月 5日に政府の原子力損害賠償紛争審査会

より「東京電力株式会社福島第一、第二原子力

発電所事故による原子力損害の範囲の判定に

関する中間指針」が示された。 
 指針で示した主な内容は、避難指示に係る損

害、航行禁止及び飛行禁止区域設定による損害、

農林水産物等の出荷制限指示による損害、その

他の政府指示による損害、風評被害、間接被害、

放射線被ばくによる損害である。避難指示に係

る損害では、「対象区域」、「避難等対象者」、

「損害項目」の 3 項目で指針が示された。 
  
避難指示による損害について 
対象区域は、「避難区域」として設定された

地域、屋内退避区域、計画的避難区域、特定避

難勧奨地点、地方公共団体が住民に一時退避を

した区域とした。 
避難等対象者は、避難等指示により避難等を

余儀なくされた者とした。 
損害項目は、「検査費用(人)」、「避難費用」、

「一時立入費用」、「帰宅費用」、「生命・身体的

損害」、「精神的損害」、「営業損害」、「就労不

能等に伴う損害」、「検査費用(物)」、「財物価

値の喪失または、減少等」の 10 項目とした。 
 
損害賠償の請求等に対する算出根拠に当た

っては、被災者が負担した費用の実費（領収

書等で証明）を賠償することを基本として

いる。領収書等で立証できない場合は、客観的

な統計データ等で推計するとしている。 
 
個別判断が必要な、生命・身体的損害につい

ては、逸失利益等も賠償対象とした。 
また、精神的損害では、精神的苦痛を損害と

して認め賠償対象とした。 
 
精神的苦痛に対する損害額 

○発生から 6 か月間まで一人月額 10 万円を

目安とする。 
(避難所・体育館・公民館等生活の場合は、

一人月額 12 万円) 
○6 か月以降 12 か月まで、一人月額 5 万円

を目安とする。 
○長期化した場合は、改めて検討する。 
※始期は原則 3 月 11 日とする。6 月 20 日以

降は、避難した日とする。終期は、避難指示等

の解除した日として、相当期間経過後の損害は

賠償の対象とならない。 
 
営業損害 

事業に支障が生じたため現実に減収があっ

た場合に賠償すべき損害とする。(逸失利益) 
また、事業に支障が生じたために負担した追

加的費用（従業員に係る追加経費、商品や営業

資産の廃棄費用、除染費用等）や、事業への支

障を避けるため又は、事業を変更したために生

じた追加費用(事業拠点の移転費用、営業資産

の移動・保管費用等)も、必要かつ合理的な範

囲で損害として賠償対象とした。解除後の復旧

費用等も賠償対象とした。 
 
就労不能等に伴う損害 

事業者の営業損害により、就労不能となった

場合には、勤労者に対して、給与等の減収分及

び必要かつ合理的な範囲の追加費用が損害と

して賠償対象とした。 
 
財物価値の喪失または、減少等 

財物の管理が不能等になったために起きた

損失及び追加的費用は損害として賠償対象と

した。 
 
損害賠償の請求に当たっては、損

害に対する明細を各自が作成し証明

していく必要があります。領収書や、

財産目録、移動記録などできるだけ

細かいメモと写真等の整理をしてお

くことが必要です。 
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